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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。なお、臨時雇用者数については各期の平均人員を( )外数に

て記載しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第40期中 第41期中 第42期中 第40期 第41期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 11,301 11,109 10,873 22,622 22,113

経常利益 (百万円) 2,025 2,071 1,990 3,990 3,756

中間(当期)純利益 (百万円) 420 649 1,136 1,631 1,493

純資産額 (百万円) 24,044 25,753 27,110 25,248 26,620

総資産額 (百万円) 31,634 33,199 34,019 32,695 33,784

１株当たり純資産額 (円) 1,834.14 1,933.92 2,036.68 1,924.76 1,999.14

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 32.05 49.52 86.69 123.21 113.95

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 76.0 76.4 78.5 77.2 77.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,958 1,326 2,137 4,273 3,380

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,390 △290 △2,031 △2,546 △2,084

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △665 △619 △618 △715 △638

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 5,666 7,192 6,921 6,775 7,433

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
1,776
(508)

1,786
(588)

1,752
(573)

1,767
(528)

1,767
(588)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

４  従業員数は、就業人員数を表示しております。なお、臨時雇用者数については各期の平均人員を( )外数に

て記載しております。 

  

回次 第40期中 第41期中 第42期中 第40期 第41期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 9,670 9,642 9,608 19,414 19,391

経常利益 (百万円) 1,903 2,055 1,868 3,622 3,609

中間(当期)純利益 (百万円) 410 586 1,088 1,418 1,444

資本金 (百万円) 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530

発行済株式総数 (株) 13,109,501 13,109,501 13,109,501 13,109,501 13,109,501

純資産額 (百万円) 23,317 24,329 25,643 24,321 25,198

総資産額 (百万円) 29,871 30,729 31,914 30,862 31,754

１株当たり純資産額 (円) 1,778.66 1,855.89 1,956.06 1,854.25 1,922.14

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 31.29 44.72 83.03 107.14 110.17

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ─ 45 45

自己資本比率 (％) 78.1 79.2 80.4 78.8 79.4

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
1,077
(315)

1,075
(321)

1,015
(293)

1,078
(310)

1,042
(313)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に 

 重要な変更はありません。 

  また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  
  
３ 【関係会社の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 親会社のセコム株式会社は、有価証券報告書を提出しております。 

２ 議決権の所有（被所有）割合欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

３ 特定子会社に該当しております。 

  

名称 住所
資本金又は 
出資金 

(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は被所有割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(親会社)

セコム株式会社(注)１，２ 東京都渋谷区 66,377
セキュリティ
サービス事業

―
50.9
(0.4)

機器等の購入及び技術援助
役員の兼任(当社への兼任) 
 取締役…２名 
 監査役…２名

(連結子会社)

セコムジャスティック 
上信越株式会社（注）３

新潟県新潟市 40 同上 100.0 ―

業務提携及び業務指導、 
商品の売却、不動産の賃貸 
役員の兼任 
(当社からの兼任) 
 取締役…３名 
 監査役…１名

株式会社セコム 
メンテナンス上信越

新潟県新潟市 10 同上 100.0 ―

業務委託及び業務指導、 
不動産の賃貸 
役員の兼任 
(当社からの兼任) 
 取締役…２名

セコムテクノ 
上信越株式会社（注）３

新潟県新潟市 20 同上 79.1 ―

工事請負及び技術指導、 
不動産の賃貸 
役員の兼任 
(当社からの兼任) 
 取締役…３名

セコム佐渡株式会社 新潟県佐渡市 23 同上 52.3 ―

業務・技術指導 
役員の兼任 
(当社からの兼任) 
 取締役…４名



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 
平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

３ 共通部門として記載されている従業員数は、複数の事業部門にまたがる業務に従事している人員でありま

す。 

４ 従業員数の記載のない安全商品売上部門は、他の各部門の従業員によって業務が行われているものでありま

す。 

  

(2) 提出会社の状況 
平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループ内では、当社にセコム社員連合組合セコム上信越支部、セコムテクノ上信越㈱にセコム

社員連合組合セコムテクノ上信越支部が組織されております。セコム社員連合組合はユニオンショップ

制で、上部団体には加盟しておりません。 

なお、労使関係は安定しており、特に記載すべき事項はありません。 
  

事業部門の名称 従業員数(名)

(セキュリティ事業) 〔1,319 (472)〕

セントラライズドシステム部門 537 (180)

常駐システム部門 696 (290)

現金護送システム部門 86 ( 2)

安全商品売上部門 ─ ( ─)

(その他の事業) 〔54 ( 73)〕

情報事業部門 11 ( ─)

メディカル事業部門 34 ( 72)

一般電気工事・建築事業部門 9 ( 1)

共通部門 379 ( 28)

合計 1,752 (573)

従業員数(名) 1,015 (293)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間期におけるわが国の経済は、好調な企業収益を背景として、設備投資の増加など回復基調が続

き、個人消費も底堅く推移しています。  

このような状況のもと、当社グループ(当社及び連結子会社)はセキュリティ事業のサービス向上と営

業力の強化などの経営構造改革を推し進めてまいりました。  

売上高は、10,873百万円と前年同期に比べ 235百万円(前年同期比 2.1％減)の減収となりました。セ

キュリティ事業において、主力のセントラライズドシステム部門は増収となったものの、常駐システム

部門や安全商品売上部門の減収が影響し、同事業の売上高が 10,662百万円と前年同期に比べ 85百万円

(前年同期比0.8％減)の減収となったことと、一般電気工事・建築事業部門の売上高が 72百万円と前年

同期に比べ 104百万円(前年同期比 59.1％減)の大幅減収となったことによるものです。 

営業利益は、1,783百万円と前年同期に比べ 39百万円(前年同期比 2.2％減)の減益となりました。売

上原価については、業務コストの最適化を図ったことにより 6,643百万円と前年同期に比べ 203百万円

(前年同期比 3.0％減)減少したものの、一方で販売体制を強化したことにより、販売費及び一般管理費

が 2,446百万円と前年同期に比べ 7百万円(前年同期比 0.3％増)の微増となったことによるものです。 

経常利益は、1,990百万円と前年同期に比べ 80百万円(前年同期比 3.9％減)の減益となりました。こ

れは、営業利益の減少と営業外損益が 248百万円の利益(純益)であった前年同期に対し 207百万円の利

益(純益)となったことによるものです。  

中間純利益は、1,136百万円と前年同期に比べ 487百万円(前年同期比 75.0％増)の大幅な増益となり

ました。経常利益は減益となりましたが、前年同期は損害賠償金引当金繰入額 600百万円など 1,251百

万円の特別損失を計上したのに対し、当中間期の特別損益は 39百万円の損失(純額)となったことか

ら、税金等調整前中間純利益が 1,950百万円と前年同期に比べ 1,131百万円増加したことによるもので

す。 

  

部門別の状況について 

＜セキュリティ事業＞ 

セントラライズドシステム部門 

市場シェアの拡大に向けて、家庭向けセキュリティシステムである「セコム・ホームセキュリティ」

と「セコムＡＸ」「セコムＤＸ」を中心とした事業所向けセキュリティシステムであるアラームシステ

ムの販売活動と解約防止活動により保有契約金額を増加させることと、セキュリティの「プロの真価」

を高めてお客様満足度の向上を図ることを業務運営の基本方針として最大限の努力を行ってまいりまし

た。 

その結果、前期に獲得した大口契約の寄与もあり、同部門の売上高は 7,315百万円と前年同期に比べ 

42百万円(前年同期比 0.6％増)の増収となりました。 

常駐システム部門 

常駐付帯事業として行っていた駐車場売上がなくなりましたが、新潟県中越沖地震の復興に関連する

契約や、大型イベント、大規模施設向けの短期契約の受注が順調であったことから、同部門の売上高は 

2,173百万円となりました。前年同期に比べ 54百万円(前年同期比 2.4％減)の減収となったものの、駐

車場売上の影響を予想以上に小さくすることができました。 

現金護送システム部門 

同部門の長期契約件数が前年同期に比べ 1.4％減少し、同部門の売上高は 458百万円と前年同期に比

べ 33百万円(前年同期比 6.8％減)の減収となりました。 

安全商品売上部門 

家庭向け安全商品や監視カメラなどの売上が前期に引き続き順調に推移しましたが、出入管理関連商

品の売上が順調であった前期の反動もあり、同部門の売上高は 715百万円と前年同期に比べ 40百万円

(前年同期比 5.3％減)の減収となりました。 



  

これらの結果、セキュリティ事業の売上高は 10,662百万円と前年同期に比べ 85百万円(前年同期比 

0.8％減)の減収となりました。なお、全売上高に占める当事業の売上高比率は 98.1％となっておりま

す。 

  

＜その他の事業＞ 

情報事業部門の売上高は、契約料収入は伸びたものの前年同期にあった情報事業関連の商品売上 42

百万円が影響し 37百万円と前年同期に比べ 38百万円(前年同期比 50.3％減)の減収となりました。 

メディカル事業部門の売上高は、100百万円と前年同期に比べ 7百万円(前年同期比 7.0％減)の減収

となりました。 

一般電気工事・建築事業部門の売上高は、72百万円と前年同期に比べ 104百万円(前年同期比 59.1％

減)の減収となりました。これは一般電気工事の売上高が大きく減少したことによるものです。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャ

ッシュ・フローで 2,137百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローで2,031百万円の資金

減少、財務活動によるキャッシュ・フローで 618百万円の資金減少があり、前連結会計年度末に比べ 

511百万円減少し、当中間連結会計期間末には 6,921百万円となりました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は 2,137百万円(前年同期比 811百万円 61.2％

増)となりました。 

主な内容は、税金等調整前中間純利益が 1,950百万円(前年同期比 1,131百万円 138.1％増)と前年同

期に比べ大幅に増加したことであります。また、減価償却費が 804百万円と引き続き高水準で推移し、

法人税等の支払額も 404百万円と前年同期に比べ 540百万円減少しております。 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間の投資活動の結果使用された資金は 2,031百万円(前年同期比 1,740百万円

599.3％増)となりました。 

主な内容は、セキュリティ事業における警報機器を中心とした有形固定資産の取得による支出 848百

万円、投資有価証券の取得による支出 1,734百万円、有価証券並びに投資有価証券の償還による収入 

1,356百万円、定期預金の預入による支出 624百万円であります。 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間の財務活動の結果使用された資金は 618百万円(前年同期比 0百万円 0.1％減)と

なりました。 

これは主に配当金の支払によるものです。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当社グループは生産活動を行っておりませんが、当中間連結会計期間末現在実施中の主な業務別契約

件数は次のとおりであります。 

  

 
  

(2) 販売実績 

当中間連結会計期間の部門別販売実績は次のとおりであります。 
  

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

業務区分 件数(件) 前年同期比(％)

セキュリティ事業

セントラライズドシステム部門 56,377 2.8

常駐システム部門 291 △0.7

現金護送システム部門 1,208 △1.4

合計 57,876 2.7

部門区分及び業務区分 金額(百万円) 構成比(％) 前年同期比(％)

(セキュリティ事業) (10,662) (98.1) (△0.8)

セントラライズドシステム部門 7,315 67.3 0.6

常駐システム部門 2,173 20.0 △2.4

現金護送システム部門 458 4.2 △6.8

安全商品売上部門 715 6.6 △5.3

(その他の事業) (211) (1.9) (△41.6)

情報事業部門 37 0.3 △50.3

メディカル事業部門 100 0.9 △7.0

一般電気工事・建築事業部門 72 0.7 △59.1

合計 10,873 100.0 △2.1



３ 【対処すべき課題】 

当社グループは経営の基本方針に示したとおり、お客様や社会にとって「正しい仕事」「良い仕事」

を提供し、社会に寄与することで当社グループ自身が永続的に成長できると考えております。このた

め、役職員に対するコンプライアンスの徹底を最重要課題の一つとしてとらえ、社長を委員長とする

「組織風土委員会」を核に、当社グループ社員のあるべき姿、守るべき行動規範を記した「セコムグル

ープ社員行動規範」の透徹による役職員ひとりひとりの意識の向上と、日々のコンプライアンス教育を

OJT、OFFJTを通じて行っております。 

また一方では、社会経済環境の変化に伴い、官公庁や金融機関を中心としたコストダウン等のお客様

のコスト意識の変化や、一般家庭における「安全」意識の浸透を受け、様々な場面での「お客様満足」

を確保していくための体制整備や教育、設備投資などが必要となっており、より一層の企業努力が要求

されています。このような状況で、当社グループの中核である、警備を中心としたセキュリティ事業に

経営資源を集中させて、業容の拡大と業務プロセスの改善に努めてまいります。具体的なアクションプ

ランを実行に移し、短い期間でその効果測定を図りつつ、着実に効果を上げるべく取り組んでおりま

す。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間において、記載すべき研究開発活動はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更並びに重要な設備

計画の完了はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画は

ありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

  

② 【発行済株式】 

  

 
  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 34,000,000

計 34,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月20日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,109,501 13,109,501
東京証券取引所
市場第二部

─

計 13,109,501 13,109,501 ─ ─

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
  

(百万円)

資本金残高
  

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年９月30日 ― 13,109,501 ― 3,530 ― 3,401



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注)１  平成19年11月20日付(報告義務発生日 平成19年11月15日)で、アーノルド・アンド・エス・ブレイクロウダ

ー・アドバイザーズ・エルエルシーから、以下の通り大量保有報告書が提出されておりますが、当社として

は平成19年９月30日現在における所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めて

おりません。 

 
(注)２  平成19年11月28日付(報告義務発生日 平成19年11月20日)で、オー・シー・エム・ジャパン・オポチュニテ

ィーズ・ファンド・エルピーとその共同保有者であるオー・シー・エム・オポチュニティーズ・ファンド・

ファイブ・エルピーから、以下の通り大量保有報告書(変更報告書)が提出されておりますが、当社としては

平成19年９月30日現在における所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めてお

りません。 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前１丁目５－１ 6,620 50.50

株式会社ノザワコーポレーション 新潟県新潟市西区青山３丁目３－２５ 1,461 11.15

モルガン・スタンレーアンドカンパ
ニーインク

1585 BROADWAY NEW YORK,NEW YORK
10036,U.S.A.

785 5.99(常任代理人 モルガン・スタンレー
証券株式会社 証券管理本部 オペ
レーション部門)

(東京都渋谷区恵比寿４丁目２０－３恵比寿
ガーデンプレイスタワー）

ザ バンク オブ ニユーヨーク
ノントリーテイー ジヤスデツク
アカウント

GLOBAL CUSTODY,32ND FLOOR ONE WALL
STREET,NEW YORK NY 10286,U.S.A.

605 4.61
(常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦ
Ｊ銀行 決済事業部)

(東京都千代田区丸の内２丁目７－１)

野沢 慎吾 新潟県新潟市西区 538 4.10

セコム上信越社員持株会 新潟県新潟市中央区新光町１番地１０ 402 3.07

齋藤 麻衣子 新潟県新潟市西区 344 2.63

ナテクシス ブライシユローダー
インク スペシヤル アカウント

45 BROADWAY,NEW YORK,N.Y.10006 U.S.A.
271 2.07

(常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦ
Ｊ銀行 決済事業部)

(東京都千代田区丸の内２丁目７－１)

ステート ストリート バンク ア
ンド トラスト カンパニー

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101
U.S.A.

134 1.03
(常任代理人 株式会社みずほコーポ
レート銀行 兜町証券決済業務室)

(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

ゴールドマン・サックス・インター
ナショナル

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K
131 1.00

(常任代理人 ゴールドマン・サック
ス証券株式会社）

(東京都港区六本木６丁目１０－１ 六本
木ヒルズ 森タワー)

計 ― 11,294 86.16

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

アーノルド・アンド・エス・ブレイ
クロウダー・アドバイザーズ・エル
エルシー

1345 Avenue of the Americas,
New York, NY 10105-4300 U.S.A.

705 5.38

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

オー・シー・エム・ジャパン・オポ
チュニティーズ・ファンド・エルピ
ー

Walkers SPV Limited, Walker House
PO BOX 908 GT, George Town, 
Grand Cayman, Cayman Islands

796 6.08

オー・シー・エム・オポチュニティ
ーズ・ファンド・ファイブ・エルピ
ー

2711 Centerville Road, Suit 400,
Wilmington, Delaware 19808

605 4.61



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が、500株（議決権 5個）含まれておりま

す。 
  

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 13,108,900 131,089 ―

単元未満株式 普通株式 601 ― ―

発行済株式総数 13,109,501 ― ―

総株主の議決権 ― 131,089 ―

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 2,700 2,680 2,785 2,740 2,700 2,820

低(円) 2,570 2,560 2,630 2,580 2,510 2,640



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また、当中間連結会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19

年９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに

中間財務諸表について、あずさ監査法人による中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 10,265 8,876 10,722

 ２ 現金護送業務用現 
   金及び預金

※３ ― 974 ―

 ３ 受取手形及び売掛金 ※６ 242 201 283

 ４ 未収契約料 999 1,012 982

 ５ 有価証券 190 260 293

 ６ たな卸資産 168 358 230

 ７ 繰延税金資産 591 385 316

 ８ 短期貸付金 1,000 1,000 1,000

 ９ その他 1,063 574 510

   貸倒引当金 △17 △33 △18

   流動資産合計 14,502 43.7 13,609 40.0 14,320 42.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ※1,4 2,205 2,174 2,247

  (2) 機械装置及び 
    運搬具

※１ 162 132 156

  (3) 警報機器及び設備 ※１ 3,157 3,220 3,243

  (4) 工具器具備品 ※１ 74 142 105

  (5) 土地 ※４ 3,752 3,875 3,868

  (6) 建設仮勘定 79 9,432 28.4 90 9,635 28.3 65 9,687 28.7

 ２ 無形固定資産

  (1) 電話加入権 0 0 0

  (2) 電信電話専用 
    施設利用権

11 9 10

  (3) ソフトウエア 9 20 0.1 6 15 0.1 8 19 0.1



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 6,937 7,277 6,906

  (2) 長期貸付金 365 360 356

  (3) 破産債権、更生債 
    権その他これらに 
    準ずる債権

10 10 10

  (4) 長期前払費用 522 600 593

  (5) 前払年金費用 155 368 ―

  (6) 繰延税金資産 1,063 1,326 1,371

  (7) 保険積立金 337 352 362

  (8) 敷金保証金 110 110 108

  (9) その他 144 743 433

    貸倒引当金 △403 9,243 27.8 △390 10,758 31.6 △386 9,757 28.8

   固定資産合計 18,696 56.3 20,410 60.0 19,464 57.6

   資産合計 33,199 100.0 34,019 100.0 33,784 100.0

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 138 76 118

 ２ １年以内返済予定 
   長期借入金

36 29 34

 ３ 未払金 630 599 942

 ４ 設備購入未払金 156 131 185

 ５ 未払法人税等 626 836 529

 ６ 未払消費税等 129 170 101

 ７ 未払費用 189 170 183

 ８ 預り金 1,426 1,173 1,668

 ９ 前受契約料 1,361 1,583 1,267

 10 賞与引当金 605 608 552

 11 役員賞与引当金 1 0 ―

 12 損害賠償金引当金 ※５ 600 ― ―

 13 その他 8 11 4

   流動負債合計 5,911 17.8 5,390 15.8 5,588 16.5



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 187 157 171

 ２ 長期未払金 2 2 2

 ３ 預り保証金 1,061 1,064 1,058

 ４ 退職給付引当金 256 270 312

 ５ 役員退職慰労引当金 27 22 29

 ６ その他 ― 1 1

   固定負債合計 1,534 4.6 1,518 4.5 1,575 4.7

   負債合計 7,446 22.4 6,909 20.3 7,164 21.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 3,530 3,530 3,530

 ２ 資本剰余金 3,401 3,401 3,401

 ３ 利益剰余金 18,296 19,687 19,141

   株主資本合計 25,227 76.0 26,618 78.3 26,072 77.2

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 

   評価差額金
125 81 135

   評価・換算差額等 

   合計
125 0.4 81 0.2 135 0.4

Ⅲ 少数株主持分 400 1.2 410 1.2 412 1.2

   純資産合計 25,753 77.6 27,110 79.7 26,620 78.8

   負債純資産合計 33,199 100.0 34,019 100.0 33,784 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 11,109 100.0 10,873 100.0 22,113 100.0

Ⅱ 売上原価 6,847 61.6 6,643 61.1 13,858 62.7

   売上総利益 4,262 38.4 4,230 38.9 8,254 37.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 広告宣伝費 57 57 109

 ２ 役員報酬 92 86 178

 ３ 従業員給与手当 976 991 1,952

 ４ 従業員賞与 75 76 312

 ５ 賞与引当金繰入額 159 163 148

 ６ 役員賞与引当金 
   繰入額

1 0 ―

 ７ 退職給付費用 39 36 75

 ８ 役員退職慰労引当金 
   繰入額

3 4 5

 ９ 法定福利費 163 157 322

 10 賃借料 145 143 290

 11 減価償却費 58 57 121

 12 貸倒引当金繰入額 1 4 4

 13 業務提携契約料 163 164 327

 14 業務委託費 125 105 228

 15 その他 375 2,439 22.0 398 2,446 22.5 783 4,860 22.0

   営業利益 1,822 16.4 1,783 16.4 3,394 15.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 113 131 278

 ２ 受取配当金 11 11 17

 ３ 受取賃貸料 18 16 34

 ４ 複合金融商品評価益 135 78 84

 ５ その他 47 326 2.9 28 266 2.4 97 512 2.3



  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

百分比

(％)
金額(百万円)

百分比

(％)
金額(百万円)

百分比

(％)

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4 3 8

 ２ 固定資産除売却損 ※１ 30 27 72

 ３ 長期前払費用一時 
   償却額

11 15 25

 ４ 持分法による 
   投資損失

5 ― 5

 ５ 棚卸資産評価損 ― ― 20

 ６ その他 26 78 0.7 11 59 0.5 17 150 0.7

   経常利益 2,071 18.6 1,990 18.3 3,756 17.0

Ⅵ 特別利益

 １ 保険金収入 ─ ― 11

 ２ 和解金収入 ─ ─ ─ 5 5 0.0 ― 11 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※２ 129 1 129

 ２ 情報事業機器棚卸評 
   価損

─ 15 ―

 ３ 投資有価証券評価損 45 4 45

 ４ 関連会社株式売却損 17 ― 17

 ５ 電話加入権評価損 257 ― 257

 ６ 損害賠償金引当金繰 
   入額

600 ― ―

 ７ 複合金融商品評価差 
   額過年度修正損

196 ― 196

 ８ 損害賠償解決金等 ※３ ― ― 769

 ９ 貸倒引当金繰入額 ― 12 ―

 10 その他 4 1,251 11.2 9 44 0.4 53 1,468 6.6

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

819 7.4 1,950 17.9 2,299 10.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

594 792 1,258

   法人税等調整額 △430 164 1.4 14 806 7.4 △471 787 3.6

   少数株主利益 6 0.1 7 0.0 18 0.1

   中間(当期)純利益 649 5.8 1,136 10.5 1,493 6.8



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注１) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

(注２) その他有価証券評価差額金 29百万円は、複合金融商品評価差額過年度修正損に対応する過年度変動額 116百万

円(減少)及び中間連結会計期間変動額 146百万円(増加)を含んでおります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

  

科 目

株 主 資 本
評価・換算 

差額等
少数株主 

持分
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価 

証券評価差 

額金

Ⅰ 平成18年３月31日残高 

 （百万円）
3,530 3,401 18,222 25,153 95 407 25,656

Ⅱ 中間連結会計期間中の変動額

  剰余金の配当（注１） ─ ─ △589 △589 ─ ─ △589

  役員賞与（注１） ─ ─ △16 △16 ─ ─ △16

  中間純利益 ─ ─ 649 649 ─ ─ 649

  持分法適用除外による増加 ─ ─ 31 31 ─ ─ 31

  株主資本以外の項目の 

  中間連結会計期間の 

  変動額（純額）（注２）

─ ─ ─ ─  29 △6 22

   中間連結会計期間中 

   の変動額合計（百万円）
─ ─ 74 74 29 △6 97

Ⅲ 平成18年９月30日残高

 （百万円）
3,530 3,401 18,296 25,227 125 400 25,753

科 目

株 主 資 本
評価・換算 

差額等
少数株主 

持分
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価 

証券評価差 

額金

Ⅰ 平成19年３月31日残高 

 （百万円）
3,530 3,401 19,141 26,072 135 412 26,620

Ⅱ 中間連結会計期間中の変動額

  剰余金の配当 ― ― △589 △589 ― ― △589

  中間純利益 ― ― 1,136 1,136 ― ― 1,136

  株主資本以外の項目の 

  中間連結会計期間の 

  変動額（純額）

― ― ― ― △54 △2 △57

   中間連結会計期間中 

   の変動額合計（百万円）
― ― 546 546 △54 △2 489

Ⅲ 平成19年９月30日残高

 （百万円）
3,530 3,401 19,687 26,618 81 410 27,110



前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注１) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

(注２) その他有価証券評価差額金 39百万円は、複合金融商品評価差額過年度修正損に対応する過年度変動額 116百万

円(減少)及び当連結会計年度変動額 156百万円(増加)を含んでおります。 

  

科 目

株 主 資 本
評価・換算 

差額等
少数株主 

持分
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価 

証券評価差 

額金

Ⅰ 平成18年３月31日残高 

 （百万円）
3,530 3,401 18,222 25,153 95 407 25,656

Ⅱ 連結会計年度中の変動額

  剰余金の配当（注１） ― ― △589 △589 ― ― △589

  役員賞与（注１） ― ― △16 △16 ― ― △16

  当期純利益 ― ― 1,493 1,493 ― ― 1,493

  持分法適用除外による増加 ― ― 31 31 ― ― 31

  株主資本以外の項目の 

  連結会計年度中の 

  変動額（純額）（注２）

― ― ― ― 39 5 45

  連結会計年度中の変動額 

  合計（百万円）
― ― 919 919 39 5 964

Ⅲ 平成19年３月31日残高

 （百万円）
3,530 3,401 19,141 26,072 135 412 26,620



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・

フロー計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 819 1,950 2,299

 ２ 減価償却費 699 804 1,756

 ３ 減損損失 129 1 129

 ４ 長期前払費用償却額 96 105 194

 ５ 持分法による投資損失 5 ― 5

 ６ 貸倒引当金の増加額（△減少額） △1 18 △16

 ７ 損害賠償金引当金の増加額 600 ― ―

 ８ 退職給付引当金の減少額 △81 △42 △25

 ９ 役員退職慰労引当金の減少額 △29 △6 △27

 10 受取利息及び受取配当金 △125 △143 △296

 11 支払利息 4 3 8

 12 棚卸資産評価損 ― 15 ―

 13 複合金融商品評価損 
   （△評価益）

65 △78 113

 14 投資有価証券評価損 45 4 45

 15 投資有価証券売却損 17 ― 17

 16 有形固定資産除売却損 30 27 72

 17 無形固定資産評価損 257 0 257

 18 長期前払費用一時償却額 11 15 25

 19 受取手形及び売上債権の減少額 83 52 58

 20 たな卸資産の増加額 △34 △143 △96

 21 仕入債務の減少額 △37 △42 △56

 22 未払消費税等の増加額 
   （△減少額）

△6 69 △34

 23 前受契約料の増加額（△減少額） 80 315 △12

 24 その他 ※１ △474 △528 467

 25 役員賞与の支払額 △16 ― △16

小計 2,139 2,402 4,869

 26 利息及び配当金の受取額 136 143 280

 27 利息の支払額 △4 △3 △8

 28 法人税等の支払額 △945 △404 △1,761

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,326 2,137 3,380



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・

フロー計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預払による収入 

   (△支出)
△133 △624 △129

 ２ 有価証券の売却・償還による収入 ― 56 ―

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △808 △848 △2,178

 ４ 有形固定資産の売却による収入 44 33 83

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △703 △1,734 △2,206

 ６ 投資有価証券の売却・償還によ 

   る収入
1,381 1,300 2,781

 ７ 貸付けによる支出 △9 △8 △20

 ８ 貸付金の回収による収入 ― 5 20

 ９ その他 △62 △210 △435

  投資活動によるキャッシュ・フロー △290 △2,031 △2,084

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入金の返済による支出 △17 △18 △35

 ２ 配当金の支払額 △589 △589 △590

 ３ 少数株主への配当金の支払額 △12 △10 △12

  財務活動によるキャッシュ・フロー △619 △618 △638

 Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 

     （△減少額）
416 △511 657

 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 6,775 7,433 6,775

 Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 

   (期末)残高
7,192 6,921 7,433



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関

する事項

子会社４社はすべて連結して

おります。 

連結子会社名
セコムジャスティック上信
越㈱ 
㈱セコムメンテナンス上信
越 
セコムテクノ上信越㈱ 
セコム佐渡㈱

子会社４社はすべて連結して

おります。 

連結子会社名
セコムジャスティック上信
越㈱ 
㈱セコムメンテナンス上信
越 
セコムテクノ上信越㈱ 
セコム佐渡㈱

子会社４社はすべて連結して

おります。 

連結子会社名
セコムジャスティック上信
越㈱ 
㈱セコムメンテナンス上信
越 
セコムテクノ上信越㈱ 
セコム佐渡㈱

医療法人社団豁達会は営利を

目的とする事業体ではなく、

小規模法人であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益及

び利益剰余金等は、いずれも

中間連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため、子

会社の範囲に含めておりませ

ん。

２ 持分法の適用に

関する事項

㈱ケーブルネット新潟につい

ては、当中間連結決算日末に

おいて保有株式を売却したこ

とにより持分法の適用範囲か

ら除外しております。

持分法を適用しない関連会社

は２社ありますが、中間純損

益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外し

ております。

㈱ケーブルネット新潟につい

ては、当連結会計年度中にお

いて保有株式を売却したこと

により持分法の適用範囲から

除外しております。

３ 連結子会社の中

間決算日(決算

日)等に関する

事項
 

すべての連結子会社の中間決

算日は、中間連結決算日と一

致しております。

同左 すべての連結子会社の決算日

は、連結決算日と一致してお

ります。

４ 会計処理基準に

関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（利息法）

によっております。

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

その他有価証券

時価のあるもの

その他有価証券

時価のあるもの

株式は中間連結決算

日前１ヶ月の市場価格

の平均価格、債券は中

間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法に

よっております(評価差

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原

価は主として移動平均

法により算定)。

同左 株式は連結決算日前

１ヶ月の市場価格の平

均価格、債券は連結決

算日の市場価格等に基

づく時価法によってお

ります(評価差額は全部

純資産直入法により処

理し、売却原価は主と

して移動平均法により

算定)。

なお、組込デリバテ

ィブの時価を区分して

測定することが出来な

い複合金融商品につい

ては、全体を時価評価

し、評価差額を損益に

計上しております。

なお、組込デリバテ

ィブの時価を区分して

測定することが出来な

い複合金融商品につい

ては、全体を時価評価

し、評価差額を損益に

計上しております。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

時価のないもの

移動平均法による原

価法によっておりま

す。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

デリバティブ

時価法によっておりま

す。

デリバティブ

同左

デリバティブ

同左

たな卸資産

商品は主に移動平均法

に基づく原価法、貯蔵品

については、最終仕入原

価法によっております。

たな卸資産

同左

たな卸資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

有形固定資産

主として定率法を採用して

おります。

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しておりま

す。

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しておりま

す。

主な耐用年数は、以下のと

おりであります。

建物    ８年～50年

警報機器及び設備 ５年

ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物(建物附属設

備を除く)については定額法に

よっております。

なお、取得価額が100千円以

上200千円未満の少額減価償却

資産については、法人税法の

規定に基づく３年均等償却に

よっております。

①警報機器及び設備

平均見積使用期間（５～

８年）にわたり償却してお

ります。

②それ以外の有形固定資産

平成10年４月１日以降取

得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額

法によっております。

主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物  

       ８～50年

なお、取得価額が100千円

以上200千円未満の少額減価

償却資産については、法人

税法の規定に基づく３年均

等償却によっております。

①警報機器及び設備

平均見積使用期間（５～

８年）にわたり償却してお

ります。

②それ以外の有形固定資産

平成10年４月１日以降取

得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額

法によっております。

主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物 

    ８～50年

なお、取得価額が100千円

以上200千円未満の少額減価

償却資産については、法人

税法の規定に基づく３年均

等償却によっております。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（会計方針の変更）

法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する法律 

平成19年3月30日法律第6号)

及び(法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19年3

月30日政令第83号))に伴

い、当中間連結会計期間か

ら、平成19年4月1日以降に

取得した有形固定資産（警

報機器及び設備を除く）に

ついては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更して

おります。

これに伴い、従来と同一

の方法によった場合と比

べ、損益に与える影響は軽

微であります。

（追加情報）

当中間連結会計期間か

ら、平成19年3月31日以前に

取得した有形固定資産（警

報機器及び設備を除く）に

ついては、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年か

ら5年間で均等償却する方法

によっております。

当該変更に伴う損益に与

える影響は、軽微でありま

す。

（追加情報）

当社の警報機器及び設備

については、従来、耐用年

数を５年、残存価額を取得

原価の５％と見積もり定率

法によって償却しておりま

したが、当連結会計年度よ

り平均見積使用期間にわた

り残存価額ゼロまで償却す

ることに変更しました。こ

の変更は近年のセキュリテ

ィサービス事業の経済状況

の変化に伴い、警報機器及

び設備の平均利用期間なら

びに処分費用の実情を考慮

した残存価額の見直しを行

ったことによる変更です。

この結果、従来の方法に

よった場合に比べ、当連結

会計年度の減価償却費は183

百万円増加し、営業利益、

経常利益および税金等調整

前当期純利益は183百万円減

少しております。

無形固定資産

定額法を採用しておりま

す。 

 なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用しておりま

す。

無形固定資産 

 同左

無形固定資産 

 同左

長期前払費用 

 定額法を採用しておりま

す。

長期前払費用 

 同左

長期前払費用 

 同左

なお、警備契約先における機

器設置工事費のうち、その契約

先からの受取額を超える部分は

「長期前払費用」として処理

し、契約期間（5年）に基づく

定額法によっております。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権に対する貸倒損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

賞与引当金

従業員の賞与支給に備える

ため、支給見込額に基づき計

上しております。

賞与引当金 

同左 

 

賞与引当金 

同左 

 

役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当連結

会計年度末における支給見込

額に基づき、当中間連結会計

期間に見合う分を計上してお

ります。

役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当連結

会計年度末における支給見込

額に基づき、当中間連結会計

期間に見合う分を計上してお

ります。

――――――

（会計方針の変更）

当中間連結会計期間より

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会平

成17年11月29日 企業会計基

準第４号）を適用しておりま

す。

これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純

利益は１百万円減少しており

ます。

損害賠償金引当金

新潟市土地開発公社への損

害賠償金の支払に備えて、予

想される損害賠償金を計上し

ております。

―――――― ――――――

（追加情報）

当中間連結会計期間におい

て、当社の子会社は、新潟市

土地開発公社から損害賠償請

求を受け、新潟地方裁判所に

調停中であります。なお、内

容等については注記事項（偶

発債務）に記載のとおりであ

ります。



 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。

退職給付引当金

同左

退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当連結

会計年度末において発生して

いると認められる額を計上し

ております。

なお、会計基準変更時差異

については、当社は15年間で

の均等額を費用処理し、子会

社については一括償却処理し

ております。

なお、会計基準変更時差異

については、当社は15年間で

の均等額を費用処理し、子会

社については一括償却処理し

ております。

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(13.3

年)による定額法により翌連結

会計年度から費用処理するこ

ととしております。

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(13.3

年)による定額法により翌連結

会計年度から費用処理するこ

ととしております。

過去勤務債務は、発生連結

会計年度より平均残存勤務期

間以内の一定の年数(13年)に

より費用処理することとして

おります。

過去勤務債務は、発生連結

会計年度より平均残存勤務期

間以内の一定の年数(13年)に

より費用処理することとして

おります。

役員退職慰労引当金

当社及び一部の連結子会社

は役員の退職慰労金の支出に

備えて、役員退職慰労金規程

に基づく中間連結会計期間末

要支給額を計上しておりま

す。

役員退職慰労引当金

同左

役員退職慰労引当金

当社及び一部の連結子会社

は役員の退職慰労金の支出に

備えて、役員退職慰労金規程

に基づく連結会計年度末要支

給額を計上しております。

(4) 重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

(4) 重要なリース取引の処理

方法

同左

(4) 重要なリース取引の処理

方法

同左

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。

(5) 消費税等の会計処理

同左

(5) 消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書(連結キャ

ッシュ・フロー

計算書)におけ

る資金の範囲

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び

現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなって

おります。



会計処理の変更 

  

 
  

  

表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準適用指針第

８号)を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。

これまでの「資本の部」の合計に

相当する金額は 25,352百万円であり

ます。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)を

適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。

これまでの「資本の部」の合計に

相当する金額は 26,207百万円であり

ます。 

 なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

―――――― 

  

  

  

 

（中間連結貸借対照表関係）

「現金護送業務用現金及び預金」は、前中間連結会計

期間において「現金及び預金」に含めて表示しておりま

したが、当中間連結会計期間より明瞭表示のために区分

掲載いたしました。

なお、前中間連結会計期間末において「現金及び預

金」に含まれている「現金護送業務用現金及び預金」残

高は、1,151百万円であります。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

は13,025百万円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

は13,398百万円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

は13,285百万円であります。

※２ 当社及び子会社１社は銀行等の

金融機関が設置している現金自動

受払機の現金補填業務を行ってお

ります。現金及び預金残高には、

当該業務に関連した現金及び預金

残高 1,151百万円が含まれてお

り、当社グループによる使用が制

限されております。

――――――― ※２ 当社及び子会社１社は銀行等の

金融機関が設置している現金自動

受払機の現金補填業務を行ってお

ります。現金及び預金残高には、

当該業務に関連した現金及び預金

残高 1,372百万円が含まれてお

り、当社グループによる使用が制

限されております。

――――――― ※３ 当社及び子会社１社は銀行等の

金融機関が設置している現金自動

受払機の現金補填業務を行ってお

ります。現金護送業務用現金及び

預金残高は、当該業務に関連した

現金及び預金残高であり、当社グ

ループによる使用が制限されてお

ります。

―――――――

 

※４ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産と関係債

務は、次のとおりであります。

建物 227百万円

土地 2,282

合計 2,510

同上の債務

一年以内返済予定
長期借入金

―百万円

長期借入金 ―

合計 ―

――――――― ―――――――

※５ 偶発債務

(1) 下記の会社、従業員の借入金

及びリース等未払額に対する債務

保証を行っております。

㈱ケーブルネット
新潟

99 百万円

従業員 19

リース等による商
品購入者

0

合計 120

 

５ 偶発債務

下記の会社、従業員の借入金及

びリース等未払額に対する債務保

証を行っております。

従業員 14 百万円

リース等による商
品購入者

0

合計 15
 

５ 偶発債務

下記の会社、従業員の借入金及

びリース等未払額について債務保

証を行っております。

従業員 15 百万円

リース等による商
品購入者

0

合計 16

(2) 訴訟関連

当社の子会社であるセコムジャ

スティック上信越株式会社は当社

を通して、平成10年４月より新潟

市土地開発公社より駐車場（新潟

駅南駐車場）用の土地を借り、駐

車場運営事業を行ってまいりまし

たが、同子会社の元取締役の独断

により、地代計算に影響する売上

額を過小に報告し、同公社に対し

て損害を生じさせ、799百万円の

損害賠償請求を受けました。

――――――― ―――――――



  

 
  

  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

当社グループといたしまして

は、この金額についてより客観的

な判断を受けることが関係者にと

って最善であると考え、同子会社

を申立人として平成18年９月12

日、新潟簡易裁判所に調停を申し

立てました。（その後、当社も利

害関係人として参加申し立ててお

ります。）現在は管轄が変わり、

新潟地方裁判所において、調停は

継続しております。

なお、平成18年９月11日、同

子会社より損害金額の概算額600

百万円を同公社へ支払ってお

り、同額を仮払処理すると同時

に、損害賠償金引当金を繰入計

上しております。この金額につ

きましては、調停により損害額

が確定された後精算される予定

です。

※６ 中間連結会計期間末日の満期手

形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しておりま

す。

※６ 中間連結会計期間末日の満期手

形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しておりま

す。

※６ 当連結会計年度末日の満期手形

の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。

   なお、当中間連結会計期間の

末日は、金融機関の休日であっ

たため、次の満期手形が当中間

連結会計期間末日の残高に含ま

れております。

受取手形 0百万円

   なお、当中間連結会計期間の

末日は、金融機関の休日であっ

たため、次の満期手形が当中間

連結会計期間末日の残高に含ま

れております。

受取手形 1 百万円

   なお、当連結会計年度の末日

は、金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が残高に含ま

れております。 

 

受取手形 9百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 固定資産除売却損の内訳

警報機器及び設備 26 百万円

車両 2

その他 1

合計 30

上記の固定資産除売却損は、事

業活動の中で経常的に発生するも

のであります。

 

※１ 固定資産除売却損の内訳

警報機器及び設備 21 百万円

車両 5

その他 1

合計 27

上記の固定資産除売却損は、事

業活動の中で経常的に発生するも

のであります。

 

※１ 固定資産除売却損の内訳

警報機器及び設備 64 百万円

車両 5

その他 2

合計 72

上記の固定資産除売却損は、事

業活動の中で経常的に発生するも

のであります。

※２ 減損損失

当中間連結会計期間において当

社グループは以下の資産グループ

について減損損失129百万円を計

上しました。

※２ 減損損失

 当中間連結会計期間おいて当

社グループは以下の資産グループ

について減損損失1百万円を計上

しました。

※２ 減損損失

当連結会計年度おいて当社グル

ープは以下の資産グループについ

て減損損失129百万円を計上しま

した。

用途 種類 地域 百万円

事業資産 
情報事業に
おけるソフ
トウェア

ソフト
ウェア
仕掛品

新潟県

新潟市

1件

104

事業資産 
メディカル
事業におけ
る不動産

土地 
及び 
建物

新潟県 

新潟市 

1件

24

 

用途 種類 地域 百万円

事業資産 
情報事業に
おけるソフ
トウェア

ソフト
ウェア

新潟県

新潟市

1件

1

用途 種類 地域 百万円

事業資産
情報事業に
おけるソフ
トウェア

ソフト
ウェア
仕掛品

新潟県

新潟市

1件

104

事業資産
メディカル
事業におけ
る不動産

土地 
及び 
建物

新潟県 

新潟市 

1件

24

※用途ごとの減損損失の内訳

・事業資産 129 百万円

（ソフトウェア仕掛品 104百
万円、土地 14百万円、建物 
10 百万円）

 

※用途ごとの減損損失の内訳

・事業資産 1百万円

（ソフトウェア 1百万円）

※用途ごとの減損損失の内訳

・事業資産 129 百万円

（ソフトウェア仕掛品 104百
万円、土地 14百万円、建物 
10 百万円）

当社グループの資産グルーピン

グは、賃貸不動産及び遊休資産に

おいては個別物件単位で、事業資

産においては管理会計上の区分と

し、賃貸不動産に係る賃料水準の

低下および地価の下落、事業資産

における業績の低迷により、収益

性が著しく低下した事業資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し

ております。

なお、当資産グループの回収可

能額は正味売却価額により測定し

ており、正味売却価額は路線価を

合理的に調整した額から処分費用

見込額を控除して算定しておりま

す。  

同左 当社グループの資産グルーピン

グは、賃貸不動産及び遊休資産に

おいては個別物件単位で、事業資

産においては管理会計上の区分と

し、賃貸不動産に係る賃料水準の

低下および地価の下落、事業資産

における業績の低迷により、当連

結会計年度において収益性が著し

く低下した事業資産の帳簿価額を

回収可能価額まで減額しておりま

す。

なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定

しており、正味売却価額は路線価

を合理的に調整した額から処分費

用見込額を控除して算定しており

ます。

―――――― ―――――― ※３ 損害賠償解決金等の内訳

連結子会社セコムジャスティッ

ク上信越株式会社による不祥事件

に関する調停が平成19年３月29日

に終結し、新潟市土地開発公社に

対して解決金748百万円の支払義

務が発生しました(うち600百万円

は支払済)。また、これに関連し

て当社に新潟市から子会社不祥事

件関連請求金21百万円があり(全

額支払済)、併せて当連結会計年

度の特別損失に計上しておりま

す。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

    配当金支払額 

 
  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

    配当金支払額 

 
  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

  (1)配当金支払額 

   
  (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 13,109,501 ― ― 13,109,501

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日 
定時株主総会

普通株式 589 45 平成18年３月31日 平成18年６月23日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 13,109,501 ― ― 13,109,501

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日 
定時株主総会

普通株式 589 45 平成19年３月31日 平成19年６月27日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 13,109,501 ― ― 13,109,501

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日 
定時株主総会

普通株式 589 45 平成18年３月31日 平成18年６月23日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 589 45 平成19年３月31日 平成19年６月27日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

(平成18年９月30日現在)

現金及び預金 
勘定

10,265 百万円

有価証券勘定 190

現金補填業務用

現金及び預金
△1,151

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金

△2,111

現金及び現金 
同等物

7,192

 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

(平成19年９月30日現在)

現金及び預金
勘定

8,876 百万円

有価証券勘定 260

預入期間が 
３ヶ月を超える
定期預金

△2,125

預入期間が 
３ヶ月を超える
債券

△90

現金及び現金
同等物

6,921

現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

(平成19年３月31日現在)

現金及び預金
勘定

10,722 百万円

有価証券勘定 293

現金補填業務用

現金及び預金
△1,372

預入期間が
３ヶ月を超える
定期預金

△2,107

預入期間が
３ヶ月を超える
債券

△103

現金及び現金
同等物

7,433

※１ 新潟市土地開発公社への損害

賠償解決金 748百万円のうち、

支払済 600百万円を除く 148百

万円が含まれております。



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

 

取得価額相当額

工具器具備品 301 百万円
 

取得価額相当額

工具器具備品 324 百万円
 

取得価額相当額

工具器具備品 337 百万円

(注)取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しており

ます。

(注)同左 (注)取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

 

減価償却累計額相当額

工具器具備品 187 百万円
 

減価償却累計額相当額

工具器具備品 250 百万円
 

減価償却累計額相当額

工具器具備品 228 百万円

 

中間期末残高相当額

工具器具備品 113 百万円
 

中間期末残高相当額

工具器具備品 74 百万円
 

期末残高相当額

工具器具備品 103 百万円

 

② 未経過リース料中間期末残高相当

額

一年以内 61 百万円

一年超 52

計 113

(注)未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

 

② 未経過リース料中間期末残高相当

額

一年以内 45 百万円

一年超 28

計 74

(注)同左
 

② 未経過リース料期末残高相当額

 

一年以内 63 百万円

一年超 40

計 103

(注)未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。

③ 支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 33 百万円

減価償却費 
相当額

33

③ 支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 34 百万円

減価償却費
相当額

34

③ 支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 71 百万円

減価償却費 
相当額

71

④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同 左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同 左

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

一年以内 9 百万円

一年超 88

計 98

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

一年以内 9 百万円

一年超 78

計 88

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

一年以内 9 百万円

一年超 83

計 93



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成18年９月30日現在） 

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの（平成18年９月30日現在） 

 
(注)  「債券」は複合金融商品であります。その評価差額は連結損益計算書の営業外収益に 135百万円、営業外費用

に ４百万円及び特別損失に 196百万円計上しております。なお、前連結会計年度末の評価差額 196百万円は、

前連結会計年度における連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金及び繰延税金資産に計上しておりました。

  

３ 時価のない主な有価証券(平成18年９月30日現在) 

 
  

  

(注)  当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について 45百万円の減損処理を行っており

ます。 

なお、当該株式の減損処理にあたっては、当該期末日の時価が取得原価に比べて30％以上下落した銘柄につい

て、その適用対象としております。但し、当該期末日の時価が取得原価に比べて30％以上、50％未満の下落率の

銘柄については、当該期末日より前１年間の各日の時価が継続して30％以上下落している銘柄について、減損処

理を実施することとしております。 

  

区分
中間連結貸借対照表 

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

国債 2,907 2,895 △12

その他 700 657 △42

計 3,607 3,552 △54

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 792 1,002 209

債券 2,000 1,934 △65

計 2,792 2,936 144

区分
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド等 190

非上場株式 366

投資事業有限責任組合 26



(当中間連結会計期間) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成19年９月30日現在） 

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの（平成19年９月30日現在） 

 
(注)  「債券」は複合金融商品であります。その評価差額は中間連結損益計算書の営業外収益に 78百万円計上して

おります。 

  

３ 時価のない主な有価証券(平成19年９月30日現在) 

 
  

  

(注)  当中間連結会計期間において、有価証券について 4百万円（その他有価証券で時価のない株式 0百万円、その

他有価証券で時価のある株式 4百万円）の減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、当該期末日の時価が取得原価に比べて30％以上下落した銘柄について、その適

用対象としております。但し、当該期末日の時価が取得原価に比べて30％以上、50％未満の下落率の銘柄につい

ては、当該期末日より前１年間の各日の時価が継続して30％以上下落している銘柄について、減損処理を実施す

ることとしております。 

  

区分
中間連結貸借対照表 

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

国債 2,929 2,918 △11

その他 1,943 1,790 △152

計 4,873 4,709 △164

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 798 934 136

債券 1,200 1,166 △33

計 1,998 2,101 102

区分
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド等 170

非上場株式 368

投資事業有限責任組合 24



(前連結会計年度) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成19年３月31日現在） 

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの（平成19年３月31日現在） 

 
（注） 債券は複合金融商品であります。その評価差額は、連結損益計算書の営業外収益に 84百万円、特別損失に 

196百万円計上しております。 

 なお、前連結会計年度の評価差額 196百万円は、前連結会計年度における連結貸借対照表のその他有価証券

評価差額金および繰延税金資産に計上しておりました。 

  

３ 時価のない主な有価証券（平成19年３月31日現在） 

 
  

  

(注)  当連結会計年度において、時価のない株式について 45百万円 の減損処理を行っております。 

 なお、当該株式の減損処理にあたっては、当該期末日の時価が取得原価に比べて30％以上下落した銘柄につ

いて、その適用対象としております。但し、当該期末日の時価が取得原価に比べて30％以上、50％未満の下落

率の銘柄については、当該期末日より前１年間の各日の時価が継続して30％以上下落している銘柄について、

減損処理を実施することとしております。 

  

区分
連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

国債 2,906 2,891 △15

その他の債券 600 594 △5

計 3,506 3,486 △20

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 795 1,023 227

その他の債券 2,200 2,087 △112

計 2,995 3,110 115

区 分
連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

 マネー・マネージメント・ファンド等 190

 非上場株式 392

 投資事業有限責任組合 26



次へ 

(デリバティブ取引関係) 

（前中間連結会計期間） 

取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
  

(1) 金利関連 

 
(注) 時価の算定方法 時価評価額は契約を締結している取引銀行から提示されたオプション（選択権）の評価額

（現在価値）に基づき算定しております。 
  
(2) 複合金融商品関連 

組込デリバティブの時価を区分して測定できない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価
し、「注記事項（有価証券関係）」に含めて記載しております。 

  

  

（当中間連結会計期間） 

取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
  
(1) 金利関連 

 
(注) 時価の算定方法 時価評価額は契約を締結している取引銀行から提示されたオプション（選択権）の評価額

（現在価値）に基づき算定しております。 
  
(2) 複合金融商品関連 

組込デリバティブの時価を区分して測定できない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価
し、「注記事項（有価証券関係）」に含めて記載しております。 

  

  

（前連結会計年度） 

取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
  
(1) 金利関連 

 
(注) 時価の算定方法 時価評価額は契約を締結している取引銀行から提示されたオプション（選択権）の評価額

（現在価値）に基づき算定しております。 

  

(2) 複合金融商品関連 
組込デリバティブの時価を区分して測定できない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価

し、「注記事項（有価証券関係）」に含めて記載しております。 

区分 取引の種類

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日）

契約額等 

(百万円)

時価評価額 

(百万円)

評価損益 

(百万円)

市場取引以外

の取引

選択権付金利スワップ取引 

受取固定・支払変動
100 △1 △1

区分 取引の種類

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日）

契約額等 

(百万円)

時価評価額 

(百万円)

評価損益 

(百万円)

市場取引以外

の取引

選択権付金利スワップ取引 

受取固定・支払変動
100 △1 △0

区分 取引の種類

当連結会計年度 

（平成19年３月31日）

契約額等 

(百万円)

時価評価額 

(百万円)

評価損益 

(百万円)

市場取引以外

の取引

選択権付金利スワップ取引 

受取固定・支払変動
100 △1 △1



前へ 

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、該当する事項はありませ

ん。 

  



(セグメント情報) 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成19年４

月１日 至平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、セキュリティ事業の売上高
及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいず
れも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本国以外の国又は地域に所
在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当
事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
  

(注)１．１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 1,933円92銭 １株当たり純資産額 2,036円68銭 １株当たり純資産額 1,999円14銭

１株当たり中間純利益 49円52銭 １株当たり中間純利益 86円69銭 １株当たり当期純利益 113円95銭

なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、潜在株

式が存在しないため記載しており

ません。

同左 なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、潜在株

式が存在しないため記載しており

ません。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益 (百万円) 649 1,136 1,493

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ─ ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益 (百万円) 649 1,136 1,493

普通株式の期中平均株式数 (千株) 13,109 13,109 13,109

前中間連結会計期間末
平成18年９月30日

当中間連結会計期間末
平成19年９月30日

前連結会計年度末
平成19年３月31日

純資産の部の合計額 (百万円) 25,753 27,110 26,620

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) 400 410 412

（うち少数株主分） (百万円) (400) (410) (412)

普通株式に係る中間期末(期末)の 

純資産額
(百万円) 25,352 26,699 26,207

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末(期末)の普通株式の数
(千株) 13,109 13,109 13,109



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 

要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 8,407 7,197 8,956

 ２  現金護送業務用現 
    金及び預金

※３ ― 920 ―

 ３ 受取手形 ※６ 8 16 10

 ４ 未収契約料 720 727 725

 ５ 売掛金 219 175 247

 ６ 有価証券 170 260 273

 ７ たな卸資産 114 87 94

 ８ 短期貸付金 1,000 1,100 1,100

 ９ その他 735 842 676

   貸倒引当金 △14 △30 △ 14

   流動資産合計 11,361 37.0 11,298 35.4 12,069 38.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※1,4 2,015 2,001 2,069

  (2) 警報機器及び設備 ※１ 3,129 3,185 3,205

  (3) 土地 ※４ 3,534 3,657 3,650

  (4) その他 ※１ 323 9,002 29.3 348 9,193 28.8 308 9,233 29.1

 ２ 無形固定資産 20 0.1 15 0.1 18 0.1

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 6,740 7,048 6,710

  (2) 関係会社株式 565 565 565

  (3) 長期貸付金 965 760 756

  (4) その他 2,473 3,423 2,786

   貸倒引当金 △399 10,345 33.6 △389 11,407 35.7 △ 386 10,432 32.8 

   固定資産合計 19,368 63.0 20,615 64.6 19,684 62.0 

   資産合計 30,729 100.0 31,914 100.0 31,754 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 

要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 77 55 89

 ２ 一年以内返済予定 
   長期借入金

28 28 28

 ３ 未払法人税等 529 777 485

 ４ 賞与引当金 462 449 409

 ５ 前受契約料 1,350 1,371 1,258

 ６ 預り金 1,314 1,063 1,558

 ７ その他 ※７ 1,110 1,014 1,158

   流動負債合計 4,874 15.8 4,760 14.9 4,988 15.7

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 185 157 171

 ２ 預り保証金 1,053 1,057 1,051

 ３ 退職給付引当金 256 270 312

 ４ 役員退職慰労引当金 27 22 29

 ５ その他 2 3 4

   固定負債合計 1,525 5.0 1,510 4.7 1,567 4.9

   負債合計 6,399 20.8 6,271 19.6 6,556 20.6

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 3,530 11.5 3,530 11.1 3,530 11.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 3,401 3,401 3,401

   資本剰余金合計 3,401 11.1 3,401 10.6 3,401 10.7

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 219 219 219

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 14,941 15,941 14,941

    繰越利益剰余金 2,114 2,470 2,972

   利益剰余金合計 17,274 56.2 18,631 58.4 18,132 57.2

   株主資本合計 24,205 78.8 25,562 80.1 25,063 79.0 

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

123 0.4 80 0.3 134 0.4

   評価・換算差額等 
   合計

123 0.4 80 0.3 134 0.4

   純資産合計 24,329 79.2 25,643 80.4 25,198 79.4

   負債純資産合計 30,729 100.0 31,914 100.0 31,754 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度 

要約損益計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

百分比

(％)
金額(百万円)

百分比

(％)
金額(百万円)

百分比

(％)

Ⅰ 売上高 9,642 100.0 9,608 100.0 19,391 100.0

Ⅱ 売上原価 5,876 60.9 5,855 60.9 12,102 62.4

   売上総利益 3,765 39.1 3,753 39.1 7,288 37.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,071 21.5 2,110 22.0 4,153 21.4

   営業利益 1,693 17.6 1,642 17.1 3,135 16.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 426 4.4 283 2.9 613 3.2

Ⅴ 営業外費用 ※２ 64 0.7 57 0.6 139 0.7

   経常利益 2,055 21.3 1,868 19.4 3,609 18.7

Ⅵ 特別利益 ― ― ― ― ― ―

Ⅶ 特別損失 ※3,5 1,108 11.5 42 0.4 1,180 6.1

   税引前中間(当期) 
   純利益

946 9.8 1,825 19.0 2,429 12.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

505 742 1,144

   法人税等調整額 △144 360 3.7 △5 737 7.7 △159 985 5.1

   中間(当期)純利益 586 6.1 1,088 11.3 1,444 7.5



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
(注１) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

(注２) その他有価証券評価差額金 25百万円は、複合金融商品評価差額過年度修正損に対応する過年度変動額 112百万

円(減少)及び中間会計期間変動額 137百万円(増加)を含んでおります。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

   

科 目

株 主 資 本

評価・ 

換算差 

額等

純資産 

合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資 

本合計

その他 

有価証 

券評価 

差額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余 

金合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

Ⅰ 平成18年３月31日残高

（百万円）
3,530 3,401 219 13,941 3,131 17,292 24,223 98 24,321

Ⅱ 中間会計期間中の変動額  

 別途積立金の積立（注１） ― ― ― 1,000 △1,000 ─ ─ ─ ─

 剰余金の配当 (注１) ─ ─ ― ― △589 △589 △589 ─ △589

役員賞与 (注１) ─ ─ ― ― △13 △13 △13 ─ △13

中間純利益 ─ ─ ― ― 586 586 586 ─ 586

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額 

（純額）（注２）

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 25 25

中間会計期間中の

変動額合計（百万円）
─ ─ ― 1,000 △1,017 △17 △17 25 7

Ⅲ 平成18年９月30日残高

（百万円）
3,530 3,401 219 14,941 2,114 17,274 24,205 123 24,329

科 目

株 主 資 本

評価・ 

換算差 

額等

純資産 

合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資 

本合計

その他 

有価証 

券評価 

差額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余 

金合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

Ⅰ 平成19年３月31日残高

（百万円）
3,530 3,401 219 14,941 2,972 18,132 25,063 134 25,198

Ⅱ 中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 ― ― ― 1,000 △1,000 ― ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― ― ― △589 △589 △589 ― △589

中間純利益 ― ― ― ― 1,088 1,088 1,088 ― 1,088

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額 

（純額）

― ― ― ― ― ― ― △53 △53

中間会計期間中の

変動額合計（百万円）
― ― ― 1,000 △501 498 498 △53 444

Ⅲ 平成19年９月30日残高

（百万円）
3,530 3,401 219 15,941 2,470 18,631 25,562 80 25,643



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
(注１) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

(注２) その他有価証券評価差額金 35百万円は、複合金融商品評価差額過年度修正損に対応する過年度変動額 112百万

円(減少)及び当事業年度変動額 148百万円(増加)を含んでおります。 

  

科 目

株 主 資 本

評価・ 

換算差 

額等

純資産 

合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資 

本合計

その他 

有価証 

券評価 

差額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余 

金合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

Ⅰ 平成18年３月31日残高

（百万円）
3,530 3,401 219 13,941 3,131 17,292 24,223 98 24,321

Ⅱ 事業年度中の変動額

 別途積立金の積立（注１） ― ― ― 1,000 △1,000 ― ― ― ―

 剰余金の配当（注１） ― ― ― ― △589 △589 △589 ― △589

 役員賞与（注１） ― ― ― ― △13 △13 △13 ― △13

当期純利益 ― ― ― ― 1,444 1,444 1,444 ― 1,444

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

（純額）（注２）

― ― ― ― ― ― ― 35 35

事業年度中の

変動額合計（百万円）
― ― ― 1,000 △159 840 840 35 876

Ⅲ 平成19年３月31日残高

（百万円）
3,530 3,401 219 14,941 2,972 18,132 25,063 134 25,198



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 重要な資産の

評価基準及び

評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(利息法)

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

同左

子会社株式

 移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

子会社株式

同左

子会社株式及び関連会

社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

株式は中間決算日

前１ヶ月の市場価格

の平均価格、債券は

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

によっております(評

価差額は全部純資産

直 入 法 に よ り 処 理

し、売却原価は主と

して移動平均法によ

り算定)。

なお、組込デリバ

ティブの時価を区別

して測定することが

できない複合金融商

品については、全体

を時価評価し、評価

差額を損益に計上し

ております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

株式は決算日前１

ヶ月の市場価格の平

均価格、債券は決算

日の市場価格等に基

づく時価法によって

おります(評価差額は

全部純資産直入法に

より処理し、売却原

価は主として移動平

均法により算定)。

なお、組込デリバ

ティブの時価を区別

して測定することが

できない複合金融商

品については、全体

を時価評価し、評価

差額を損益に計上し

ております。

時価のないもの

移動平均法による

原価法を採用してお

ります。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2) デリバティブ取引

  時価法を採用しており

ます。

(2) デリバティブ取引

同左

(2) デリバティブ取引

同左

(3) たな卸資産

商品は主に移動平均法

に基づく原価法、貯蔵品

については、最終仕入原

価法によっております。

(3) たな卸資産

同左

(3) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減

価償却の方法

有形固定資産

主として定率法を採用し

ております。

有形固定資産

定率法を採用しておりま

す。

有形固定資産

定率法を採用しておりま

す。

主な耐用年数は、以下の

とおりです。

建物 ８年～50年

警報機器  ５年

警報設備  ５年

ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物附

属設備を除く)については定

額法によっております。

①警報機器及び設備

 平均見積使用期間（５～

８年）にわたり償却してお

ります。

 

①警報機器及び設備

 平均見積使用期間（５～

８年）にわたり償却してお

ります。



  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

なお、取得価額が100千円

以上200千円未満の少額減価

償却資産については、法人

税法の規定に基づく３年均

等償却によっております。

②それ以外の有形固定資産

 平成10年４月１日以降取

得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額

法によっております。

②それ以外の有形固定資産

 平成10年４月１日以降取

得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額

法によっております。

 主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 ８年～50年

 なお、取得価額が100千円

以上200千円未満の資産につ

いては法人税法の規定に基

づく３年均等償却によって

おります。

 主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 ８年～50年

 なお、取得価額が100千円

以上200千円未満の資産につ

いては法人税法の規定に基

づく３年均等償却によって

おります。

（会計方針の変更）

法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する法律 

平成19年3月30日法律第6号)

及び(法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19年3

月30日政令第83号))に伴

い、当中間会計期間から、

平成19年4月1日以降に取得

した有形固定資産（警報機

器及び設備を除く）につい

ては、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しており

ます。

これに伴い、従来と同一

の方法によった場合と比

べ、損益に与える影響は軽

微であります。

(追加情報)

 当社の警報機器及び設備

については、従来、耐用年

数を５年、残存価額を取得

原価の５％と見積もり定率

法によって償却しておりま

したが、当事業年度より平

均見積使用期間にわたり残

存価額ゼロまで償却するこ

とに変更しました。この変

更は、近年のセキュリティ

サービス事業の経済状況の

変化に伴い、警報機器及び

設備の平均利用期間ならび

に処分費用の実情を考慮し

た残存価額の見直しを行っ

たことによる変更でありま

す。

 この結果、従来の方法に

よった場合に比べ、当事業

年度の減価償却費は183百万

円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益

は183百万円減少しておりま

す。

（追加情報）

当中間会計期間から、平

成19年3月31日以前に取得し

た有形固定資産（警報機器

及び設備を除く）について

は、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から5年間

で均等償却する方法によっ

ております。

当該変更に伴う損益に与

える影響は、軽微でありま

す。



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

無形固定資産

定額法を採用しておりま

す。  

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用して

おります。

無形固定資産

同左

 

 

 

無形固定資産

同左

 

 

 

長期前払費用

定額法を採用しておりま

す。

 なお、警備契約先におけ

る機器設置工事費のうち、

その契約先からの受取額を

超える部分は「長期前払費

用」として処理し、契約期

間（5年）に基づく定額法に

よっております。

長期前払費用

同左

長期前払費用

同左

３ 引当金の計上基

準

(1) 貸倒引当金

 債権の貸倒による損失に

備えるため一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備え

るため、支給見込額に基づ

き計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

 役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度末におけ

る支給見込額に基づき、

当中間会計期間に見合う

分を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

 役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度末におけ

る支給見込額に基づき、

当中間会計期間に見合う

分を計上しております。

──────

（会計方針の変更）

  当中間会計期間より

「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委

員会平成17年 11月 29日

企業会計基準第４号）を

適用しております。

 なお、当中間会計期間

においては、計上してお

りません。



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。

(4) 退職給付引当金

同左

(4) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生し

ていると認められる額を計

上しております。

 なお、会計基準変更時差

異については、15年間での

均等額を費用処理しており

ます。

 なお、会計基準変更時差

異については15年間での均

等額を費用処理しておりま

す。

 数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数(13.3年)による定額法に

より翌事業年度から費用処

理することとしておりま

す。

 数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数(13.3年)による定額法に

より翌会計年度から費用処

理することとしておりま

す。

 過去勤務債務は、発生事

業年度より平均残存勤務期

間以内の一定の年数(13年)

により費用処理することと

しております。

 過去勤務債務は、発生会

計年度より平均残存勤務期

間以内の一定の年数(13年)

により費用処理することと

しております。

(5) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支出

に備えて、役員退職慰労金

規程に基づく中間期末要支

給額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

 当社の役員の退職慰労金

の支出に備えて、役員退職

慰労金規程に基づく期末要

支給額を計上しておりま

す。

４ リース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借

主に移転するものと認めら

れるもの以外のファイナン

ス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理に

よっております。

同左 同左

５ その他中間財務

諸表(財務諸表)

作成のための基

本となる重要な

事項

消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。

同左 同左



会計処理の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)

を適用しております。これによる損

益に与える影響はありません。

これまでの「資本の部」の合計に

相当する金額は 24,329百万円であ

ります。

なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

 これまでの「資本の部」の合計に

相当する金額は 25,198百万円であ

ります。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

―――――― 

  

  

  

 

（中間貸借対照表関係）

「現金護送業務用現金及び預金」は、前中間会計期間

において「現金及び預金」に含めて表示しておりました

が、当中間会計期間より明瞭表示のために区分掲載いた

しました。

なお、前中間会計期間末において「現金及び預金」に

含まれている「現金護送業務用現金及び預金」残高は、

1,094百万円であります。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は12,662百万円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は13,016百万円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は12,912百万円であります。

※２ 現金及び預金

当社は銀行等の金融機関が設

置している現金自動受払機の現

金補填業務を行っております。

現金及び預金残高には、当該

業務に関連した現金及び預金残

高1,094百万円が含まれており、

当社による使用が制限されてお

ります。

―――――― ※２ 現金及び預金

当社は銀行等の金融機関が設

置している現金自動受払機の現

金補填業務を行っております。

現金及び預金残高には、当該

業務に関連した現金及び預金残

高1,314百万円が含まれており、

当社による使用が制限されてお

ります。

―――――― ※３ 現金護送業務用現金及び預金

当社は銀行等の金融機関が設

置している現金自動受払機の現

金補填業務を行っております。

現金護送業務用現金及び預金

残高は、当該業務に関連した現

金及び預金残高であり、当社に

よる使用が制限されておりま

す。

――――――

 

※４ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次

のとおりであります。

建物 227 百万円

土地 2,282

合計 2,510

同上の債務

一年以内返済 
予定長期 
借入金

― 百万円

合計 ―

―――――― ――――――

５ 偶発債務

(1) 下記の会社、従業員の借入

金及びリース等未払額について

債務保証を行っております。

㈱ケーブル 
ネット新潟

99 百万円

セコムジャス 
ティック 
上信越㈱

10

従業員 19

リース等によ
る商品購入者

0

合計 129

 

５ 偶発債務

 下記の会社、従業員の借入金

及びリース等未払額について債

務保証を行っております。

セコムジャス
ティック 
上信越㈱

1 百万円

従業員 13

リース等によ
る商品購入者

0

合計 16
 

５ 偶発債務

下記の会社、従業員の借入金

及びリース等未払額について債

務保証を行っております。

セコムジャス 
ティック 
上信越㈱

6 百万円

従業員 15

リース等によ
る商品購入者

0

合計 21



  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

(2) 訴訟関連

当社の子会社であるセコムジ

ャスティック上信越株式会社は

当社を通して、平成10年４月よ

り新潟市土地開発公社より駐車

場（新潟駅南駐車場）用の土地

を借り、駐車場運営事業を行っ

てまいりましたが、同子会社の

元取締役の独断により、地代計

算に影響する売上額を過小に報

告し、同公社に対して損害を生

じさせ、799百万円の損害賠償請

求を受けました。

―――――― ――――――

 当社グループといたしまして

は、この金額についてより客観

的な判断を受けることが関係者

にとって最善であると考え、同

子会社を申立人として平成18年

９月12日、新潟簡易裁判所に調

停を申し立てました。（その

後、当社も利害関係人として参

加申し立てております。）現在

は管轄が変わり、新潟地方裁判

所において調停は継続しており

ます。

なお、平成18年９月11日、同

子会社より損害金額の概算額600

百万円を同公社へ支払ってお

り、同額を仮払処理すると同時

に、損害賠償金引当金を繰入計

上しております。この金額につ

きましては、調停により損害額

が確定された後精算される予定

です。

※６ 中間会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しており

ます。

※６ 中間会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しており

ます。

※６ 当事業年度末日の満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。

なお、当中間会計期間の末日

は、金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が当中間会計

期間末日の残高に含まれており

ます。

   受取手形 0百万円

なお、当中間会計期間の末日

は、金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が当中間会計

期間末日の残高に含まれており

ます。

   受取手形  1百万円

なお、当事業年度の末日は、

金融機関の休日であったため、

次の満期手形が残高に含まれて

おります。 

 

   受取手形  0百万円

※７ 消費税等の取扱い

仮払消費税等および仮受消費

税等は、相殺のうえ、金額的重

要性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※７ 消費税等の取扱い

同左

――――――



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 105 百万円

受取配当金 123

受取賃貸料 32

複合金融商品評

価益
135

 
 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 126 百万円

受取配当金 49

受取賃貸料 27

複合金融商品評

価益
71

 

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 267 百万円

受取配当金 128

受取賃貸料 60

複合金融商品評
価益

89

 

 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 4 百万円

固定資産除売却
損

28

長期前払費用  
一時償却額

11

 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 3 百万円

固定資産除売却
損

27

長期前払費用
一時償却額

15

 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 7 百万円

固定資産除売却
損

69

長期前払費用 
一時償却額

25

 

※３ 特別損失の主要項目

減損損失 129百万円

投資有価証券
評価損

45

関連会社株式
売却損

488

電話加入権評
価損

251

複合金融商品
評価差額過年
度修正損

188

 

※３ 特別損失の主要項目

減損損失 1百万円

投資有価証券
評価損

4

情報事業機器
棚卸評価損

15

貸倒引当金繰
入額

12

 

※３ 特別損失の主要項目

減損損失 129百万円

投資有価証券
評価損

45

関連会社株式
売却損

488

電話加入権評
価損

251

複合金融商品
評価差額過年
度修正損

188

 

４ 減価償却実施額

有形固定資産 682 百万円

無形固定資産 1

 
 

４ 減価償却実施額

有形固定資産 787 百万円

無形固定資産 1

 
 

４ 減価償却実施額

有形固定資産 1,721 百万円

無形固定資産 3

 



 
  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※５ 減損損失

当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループについ

て減損損失129百万円を計上し

ました。

※５ 減損損失

当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループについ

て減損損失1百万円を計上しま

した。

※５ 減損損失

当期において、当社は以下の

資産グループについて減損損失

129百万円を計上しました。

 

用途 種類 地域 百万円

事業資産

情報事業

における

ソフトウ

ェア

ソフ

トウ

ェア

仕掛

品

新潟県

新潟市

1件

104

事業資産

メディカ

ル事業に

おける不

動産

土地

及び

建物

新潟県

新潟市 

1件

24

 

用途 種類 地域 百万円

事業資産

情報事業

における

ソフトウ

ェア

ソフ

トウ

ェア

新潟県

新潟市

1件

1

 

用途 種類 地域 百万円

事業資産

情報事業

における

ソフトウ

ェア

ソフ

トウ

ェア

仕掛

品

新潟県

新潟市

1件

104

事業資産

メディカ

ル事業に

おける不

動産

土地

及び

建物

新潟県

新潟市 

1件

24

 

※用途ごとの減損損失の内訳

・事業資産 129 百万円

（ソフトウェア仕掛品 104百万
円、土地 14百万円、建物 10
百万円）

 

※用途ごとの減損損失の内訳

・事業資産 1百万円

（ソフトウェア 1百万円）

 

※用途ごとの減損損失の内訳

・事業資産 129 百万円

（内、ソフトウェア仕掛品 104
百万円、土地 14百万円、建
物 10百万円）

 当社の資産グルーピングは、

賃貸不動産及び遊休資産におい

ては個別物件単位で、事業資産

においては管理会計上の区分と

し、賃貸不動産に係る賃料水準

の低下および地価の下落、事業

資産における業績の低迷によ

り、収益性が著しく低下した事

業資産の帳簿価額を回収可能価

額まで減額しております。

 なお、当資産グループの回収

可能価額は正味売却価額により

測定しており、正味売却価額は

路線価を合理的に調整した額か

ら処分費用見込額を控除して算

定しております。

同左 当社の資産グルーピングは、

賃貸不動産及び遊休資産におい

ては個別物件単位で、事業資産

においては管理会計上の区分と

し、賃貸不動産に係る賃料水準

の低下および地価の下落、事業

資産における業績の低迷によ

り、当事業年度において収益性

が著しく低下した事業資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額

しております。

なお、当資産グループの回収

可能価額は正味売却価額により

測定しており、正味売却価額は

路線価を合理的に調整した額か

ら処分費用見込額を控除して算

定しております。



次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

取得価額相当額

器具備品 285百万円

(注)取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。

 

取得価額相当額

器具備品 308百万円

同左
 

取得価額相当額

器具備品 321 百万円

(注)取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してお

ります。

減価償却累計額相当額

器具備品 179 百万円

減価償却累計額相当額

器具備品 239 百万円

減価償却累計額相当額

器具備品 218 百万円

中間期末残高相当額

器具備品 105 百万円

中間期末残高相当額

器具備品 69 百万円

期末残高相当額

器具備品 97 百万円

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

  

一年以内 58 百万円

一年超 47

計 105

(注)未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

おります。

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

  

一年以内 42 百万円

一年超 26

計 69

同左
 

② 未経過リース料期末残高相当額

一年以内 60 百万円

一年超 37

計 97

(注)未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法に

より算定しております。

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 31 百万円

減価償却費 
相当額

31

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 33 百万円

減価償却費
相当額

33

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 67 百万円

減価償却費 
相当額

67

④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

一年以内 9百万円

一年超 88

計 98

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

一年以内 9百万円

一年超 78

計 88

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

一年以内 9百万円

一年超 83

計 93



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度において、子会社及び関連会社株式で時価のあるも
のはありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

 
  

(注)１．１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 1,855円89銭 １株当たり純資産額 1,956円06銭 １株当たり純資産額 1,922円14銭

１株当たり中間純利益 44円72銭 １株当たり中間純利益 83円03銭 １株当たり当期純利益 110円17銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益 (百万円) 586 1,088 1,444

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益 (百万円) 586 1,088 1,444

普通株式の期中平均株式数 (千株) 13,109 13,109 13,109

前中間会計期間末
平成18年９月30日

当中間会計期間末
平成19年９月30日

前事業年度末
平成19年３月31日

純資産の部の合計額 (百万円) 24,329 25,643 25,198

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) ─ ― ―

普通株式に係る中間期末(期末)の 

純資産額
(百万円) 24,329 25,643 25,198

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末(期末)の普通株式の数
(千株) 13,109 13,109 13,109



(重要な後発事象) 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度において、該当事項はありません。 
  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

 
  

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

 
(3) 臨時報告書 

 
  

  

事業年度 第41期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 平成19年６月27日

関東財務局長に提出

上記(1)有価証券報告書の訂正報告書 平成19年10月22日

関東財務局長に提出

証券取引法第24条の５第４項ならびに、企業内容等の開示に関する内
閣府令第19条第２項第12号及び第19号(財政状態及び経営成績に著し
い影響を与える可能性のある事象の発生)に基づく臨時報告書であり
ます。

平成19年４月５日

関東財務局長に提出



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月20日

セコム上信越株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているセコム上信越株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、セコム上信越株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

注記事項(中間連結貸借対照表関係４偶発債務(2)訴訟関連)に記載されているとおり、新潟市土地開発公

社から損害賠償請求を受け、新潟地方裁判所において調停中である。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

   

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  台     祐  二  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  西  村  克  広  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月20日

セコム上信越株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているセコム上信越株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中

間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連

結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算

書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、セコム上信越株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

   

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  台     祐  二  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  和  田  正  夫  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  西  村  克  広  ㊞

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月20日

セコム上信越株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているセコム上信越株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第41期事業年度の中間会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、セコム上信越株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

追記情報 

注記事項(中間貸借対照表関係４偶発債務(2)訴訟関連)に記載されているとおり、新潟市土地開発公社か

ら損害賠償請求を受け、新潟地方裁判所において調停中である。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  台     祐  二  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  西  村  克  広  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月20日

セコム上信越株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているセコム上信越株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第42期事業年度の

中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、セコム上信越株式会社の平成19年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  台     祐  二  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  和  田  正  夫  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  西  村  克  広  ㊞

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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